
 

 

平成２４年度組織定員改正について 

平成２４年４月 

内閣府（防災） 

 

１．概要 

内閣府（防災）では、平成２４年４月、東日本大震災後の防災行政へのニーズ・要求水

準の高まりを踏まえ、巨大災害への対応力強化等のため、現時点で明らかに必要性が認め

られるポイントに係る体制整備を行う。 

  

２．主な改正事項（詳細別紙） 

（１）巨大災害への対応力の強化のための組織人員規模の拡充 

○５参事官制から７参事官制への拡充（防災計画担当及び被災者行政担当の新設） 

○企画官１人（国際防災協力担当）の新設 

（２）災害対応ステージ別編成（予防、応急、復旧復興等）から、政策機能別編成（調査

企画、防災計画、緊急事態対処、事業推進、被災者行政等）への移行 

（３）被災者目線に立った一貫した対策づくりの体制強化 

○被災者行政担当参事官の新設 

（４）企業、国民、国際社会との防災に関する連携強化のための体制づくり 

○普及啓発・連携担当参事官の設置等 

（５）経済・社会生活の基盤機能の維持・保全・回復に関する取り組み体制の充実・強化 

○事業推進担当参事官の設置等 

 

３．その他 

  内閣府防災では、現在、中央防災会議の専門調査会である「防災対策推

進検討会議」において、関係する法制や体制、想定される大規模災害への

対応のあり方などについて、本年夏頃に予定している最終報告に向けて、

検討を進めているところ。 

  これらの検討結果を踏まえ、今後とも、必要な体制整備に取り組んでい

く所存。 



官房審議官（防災担当）

参事官（総括担当）
１．政策統括官の事務の総合調整に関すること
２．防災に関する組織の設置及び運営に関すること
３．激甚災害及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指

定に関すること
４．中央防災会議の庶務に関すること
５．その他防災に関する施策の推進に関すること 等

参事官（災害予防担当）

参事官
（地震・火山・大規模水害対策担当）

参事官（災害応急対策担当）

参事官（災害復旧・復興担当）

１．災害の予防に関する施策の推進に関すること
２．防災計画に関すること
３．政策統括官の所掌事務に係る国際協力に関する事務

の調整に関すること
４．政策統括官の所掌事務に関して行う広報に関すること
５．防災に関する年次報告に関すること 等

１．災害応急対策に関する施策の推進に関すること
２．総合的な防災訓練に関すること
３．立川防災合同庁舎、有明の丘基幹的広域防災拠点施設

庁舎、東扇島基幹的広域防災拠点施設庁舎の維持及び
管理に関すること

４．内閣府の設置する防災に係る通信施設の建設、維持及
び管理に関すること 等

１．地震・火山災害、大規模水害に係る防災に関する施策の
推進に関すること

２．大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災対策に関
すること

３．東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する
特別措置法に基づく地震防災対策に関すること

４．日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対
策の推進に関する特別措置法に基づく地震防災対策に
関すること

５．活動火山対策特別措置法の施行に関すること 等

１．災害復旧・復興対策に関する施策の推進に関すること
２．被災者生活再建支援金の支給に関すること
３．特定非常災害及び当該特定非常災害に対し適用すべき

措置の指定に 関すること 等

防災通信官

内閣府防災の現行組織

政策統括官（防災担当）



政策統括官（防災担当）

官房審議官（防災担当）

参事官（総括担当）

参事官（災害緊急事態対処担当）

総括、組織、法
制、広報、予算、
中央防災会議等

応急対応、
訓練

参事官（調査・企画担当） 大規模地震対策、
津波対策、
火山対策、
風水害対策

参事官（防災計画担当） 基本計画、
防災業務計画、
地域防災計画等

参事官（事業推進担当）
復旧・復興、激甚
指定、事業調整、
災害情報通信
システム、施設

参事官（普及啓発・連携担当） 企業・民間団体、
事業継続、
教育・普及啓発、
国際防災協力

参事官（被災者行政担当） 避難所、要援護者、
支援法、被害認定

組織図（改組後）平成２４年度からの新組織

防災情報通信システム官
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